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 第７章 長期給付                           

 

第１節 通  則 
 
わが国の公的年金制度は、国民年金と被用者年金制度に大別され、被用者年金制度は厚生年金保険と地

方公務員共済組合、国家公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団の年金から構成されています。 

地方公務員の年金制度は、昭和 37 年 12 月１日に社会保障制度の一環として組合員の退職後の生活や死

亡した組合員の遺族の生活の安定を図ることを目的として発足しました。 

その後、わが国の急激な少子・高齢化社会の到来に対応するために数度の大幅な改定が行われています。 

まず、昭和 61年の改正により、全国民を対象とした新しい国民年金（基礎年金）が、共済組合の組合員

とその被扶養者である配偶者にも適用され、共済年金を含む被用者年金は原則としてその上乗せの年金と

されました。 

平成 6年及び平成 12年の改正では、予想を超え急速に進展する少子・高齢化が、年金制度に大きく影響

を与えることを憂慮し、老後の生活に必要な年金を保障するとともに、それを支える将来世代の負担が過

重にならないよう給付水準が見直され、年金支給開始年齢が段階的に引き上げられることになりました。 

さらに、平成 16年の改正では、現役世代の負担に配慮し、公的年金にふさわしい給付水準を確保するた

め、マクロ経済スライドによる年金額の調整や、離婚時の年金分割制度が導入されています。 

平成 27 年 10 月１日、被用者年金制度加入者の支給基準等の公平性を図るため、被用者年金一元化法が

施行されました。この日以降、受給権が発生する年金は厚生年金として支給されることとなります。 

この改正により、従来の共済年金に含まれていた平成 27年 9月までの「職域年金」は、10月 1日から新

たに創設された「年金払い退職給付（正式名称：退職等年金給付）」とともに独自の年金として支給される

ことになります。 

 

1 厚生年金の種類 

名  称 内               容 

老齢厚生年金 被用者期間等が 10年以上である者が、65歳に達したとき。 

障害厚生年金 
組合員である間に初診日のある傷病により、障害等級が 1 級から 3 級の障害の程

度に該当する障害の状態になったとき。 

障 害 手 当 金 

組合員である間に初診日のある公務によらない傷病により、一定の障害（障害厚生

年金が受けられない程度の軽度の障害）に該当したとき。（障害状態が固定したもの

に限る。） 

遺族厚生年金 

(1) 組合員が死亡したとき。 

(2) 退職後に、組合員である間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して

5年を経過する日前に死亡したとき。 

(3) 障害厚生（共済）年金の受給権者（障害等級が 1級又は 2級）が死亡したとき。 

(4) 老齢厚生（退職共済）年金の受給権者（従前の制度による退職年金等及び障害年

金の受給権者を含む）又は被用者期間等が25年以上（経過措置あり）である者が死

亡したとき。 

 

2 年金額の計算 

厚生年金は各々が加入した年金制度から、加入した期間（対象となる期間）及びその間の掛金の基礎

額の平均額により年金額が計算され、支給されます。 

 

3 組合員期間の計算 ※第７章において、組合員及び組合員期間は、一般組合員及び一般組合員期間を指します。 

年金額の計算の基礎となる組合員期間は、組合員の資格を取得した日の属する月から退職（死亡）し

た日の翌日の属する月の前月までの月数となります。 

なお、70歳以上の者は厚生年金の被保険者の資格を喪失します。 
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4 平均標準報酬月額及び平均標準報酬額 

平成 15年 4月 1日から、毎月の給料及び期末手当等から掛金を徴収し、年金額に反映させる総報酬制

が導入されたことにより、平成 15年 3月までは標準報酬月額と呼び、平成 15年 4月以降は期末手当等

を含めた標準報酬額と呼びます。 

このため、年金額は平成 15年 3月までの年金額と平成 15年 4月以降の年金額をそれぞれ計算して合

算した額で計算されます。 

平成 15年 3月までの各月の掛金の標準となった給料の額に、再評価率（注）及び公務員の平均的な諸

手当相当分を上乗せするための手当率「1.25」を乗じて得た額を、平成 15年 3月までの組合員期間で除

した額を「平均標準報酬月額」といいます。 

また、平成 15年 4月から平成 27年 9月までの各月の掛金の標準となった給料の額に再評価率及び手

当率「1.25」を乗じて得た額及び平成 27 年 10 月以降の標準報酬月額と、掛金の標準となった期末手当

等の額（千円未満切捨、27年 10月以降は標準賞与額）に再評価率を乗じて得た額とを合計した額を、平

成 15年 4月以降の組合員期間で除した額を「平均標準報酬額」といいます。 

なお、掛金の標準となる給料（標準報酬月額）及び期末手当等の額（標準賞与額）には、最高限度額が

定められています。（【表１】参照） 
 
（注）再評価率とは、過去の給与（給料）及び期末手当等を現在の価値に置き換える率のことで、名目手取り賃

金変動率や物価の変動に応じて毎年見直しがあります。 
 

 [平均標準報酬月額と平均標準報酬額] 

 

 

                                                                         

          

   Ａ                     Ｂ          Ｃ       Ｄ 

 

             ５年間     総報酬制導入前     総報酬制導入  一元化 

 

 

 

（注１）Ａの期間に係る給料＝昭和 56 年 4月から昭和 61年 3月までの掛金の標準となった給料を昭和 60年度の給

料ベース【表２】に改定した額の総額×再評価率【表４】÷昭和 56年 4月から昭和 61年 3月までの月数 

   ×全期間換算率【表３】×Ａの期間の月数 

（注２）Ｂの期間に係る給料＝（掛金の標準となった給料×再評価率【表４】×手当率「1.25」）の各月の合算額 

（注３）Ｃの期間に係る給料＝（掛金の標準となった給料×再評価率【表４】×手当率「1.25」）の各月の合算額 

Ｃの期間に係る期末手当等＝（掛金の標準となった期末手当等×再評価率【表４】）の各月の合算額 

（注４）Ｄの期間に係る標準報酬月額＝（標準報酬月額×再評価率【表４】）の各月の合算額 

Ｄの期間に係る標準賞与額＝（標準賞与額×再評価率【表４】）の各月の合算額 

 

平均標準 

報酬月額 
＝ 

｛Ａの期間に係る給料（注１）＋Ｂの期間に係る給料（注２）｝ 

Ａの組合員期間の月数＋Ｂの組合員期間の月数 

  

平均標準 

報酬額 
＝ 

Ｃの期間に係る 
給料等（注３） ＋ 

Ｃの期間に係る 
期末手当等（注３） ＋ 

Ｄの期間に係る 
標準報酬月額（注４） ＋ 

Ｄの期間に係る 
標準賞与額（注４） 

Ｃ＋Ｄの組合員期間の月数 

61 
・ 
４ 
・ 
１ 

56 
・ 
４ 
・ 
１ 

15 
・ 
４ 
・ 
１ 

27 
・ 
10   
・ 
１ 

就 

 

職 

退 

 

職 



第７章 長期給付 

 

7-3 

 

【表１】掛金の標準となる給料（標準報酬月額）及び期末手当等（標準賞与額）の最高限度額 

期          間 給料の最高限度額 

昭和 61年 4年 1日から平成元年 12月 31日まで 376,000円 

平成 2年 1月 1日から平成 6年 11月 30日まで 424,000円 

平成 6年 12月 1日から平成 12年 9月 30日まで 472,000円 

平成 12年 10月１日から平成 27年 9月 30日まで 496,000円 

期          間 標準報酬月額の最高限度額 

平成 27年 10月 1日から令和 4年 9月 30日まで 620,000円 

令和 4年 10月 1日以降 650,000円 

 

期          間 期末手当等（標準賞与）の最高限度額 

平成15年 4月 1日以降 1,500,000円 

 
【表２】昭和 56年度から昭和 60年度までの各年度の給料を昭和 60年度水準にするための率 

期               間 率 

昭和 56年 4月 1日から昭和 57年 3月 31日までの期間 1.109 

昭和 57年 4月 1日から昭和 58年 3月 31日までの期間 1.109 

昭和 58年 4月 1日から昭和 59年 3月 31日までの期間 1.087 

昭和 59年 4月 1日から昭和 60年 3月 31日までの期間 1.052 

昭和 60年 4月 1日から昭和 61年 3月 31日までの期間 1.000 

（注）460,000円（昭和60年度の最高限度額）を超えるときは、当該額を限度とします。 

 

【表３】全期間換算率（施行日前適用） （注）25年を超えるもの以上は省略しています。 

期     間 率 期    間 率 期    間 率 

 5年以下 1.255  11年を超え 12年以下 1.123  18年を超え 19年以下 1.003 

 5年を超え 6年以下 1.246  12年を超え 13年以下 1.104  19年を超え 20年以下 0.988 

 6年を超え 7年以下 1.226  13年を超え 14年以下 1.086  20年を超え 21年以下 0.974 

 7年を超え 8年以下 1.206  14年を超え 15年以下 1.068  21年を超え 22年以下 0.960 

 8年を超え 9年以下 1.183  15年を超え 16年以下 1.051  22年を超え 23年以下 0.947 

 9年を超え 10年以下 1.162  16年を超え 17年以下 1.035  23年を超え 24年以下 0.934 

10年を超え 11年以下 1.143  17年を超え 18年以下 1.019  24年を超え 25年以下 0.922 
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【表４】再評価率表 （令和７年） 

  受給権者の生年月日 
S13.4.2～S31.4.1 S31.4.2～ 

 期   間      

1 昭和 62年３月以前の期間 1.373 1.378 

2 昭和 62年４月から昭和 63年３月までの期間 1.338 1.342 

3 昭和 63年４月から平成元年 11月までの期間 1.304 1.308 

4 平成元年 12月から平成３年３月までの期間 1.226 1.229 

5 平成３年４月から平成４年３月までの期間 1.170 1.173 

6 平成４年４月から平成５年３月までの期間 1.137 1.140 

7 平成５年４月から平成６年３月までの期間 1.114 1.117 

8 平成６年４月から平成７年３月までの期間 1.091 1.095 

9 平成７年４月から平成８年３月までの期間 1.070 1.073 

10 平成８年４月から平成９年３月までの期間 1.057 1.060 

11 平成９年４月から平成 10年３月までの期間 1.043 1.047 

12 平成 10年４月から平成 11年３月までの期間 1.030 1.033 

13 平成 11年４月から平成 13年３月までの期間 1.029 1.032 

14 平成 13年４月から平成 14年３月までの期間 1.028 1.031 

15 平成 14年４月から平成 15年３月までの期間 1.034 1.037 

16 平成 15年４月から平成 16年３月までの期間 1.037 1.040 

17 平成 16年４月から平成 17年３月までの期間 1.039 1.041 

18 平成 17年４月から平成 19年３月までの期間 1.041 1.043 

19 平成 19年４月から平成 20年３月までの期間 1.037 1.040 

20 平成 20年４月から平成 21年３月までの期間 1.020 1.023 

21 平成 21年４月から平成 22年３月までの期間 1.033 1.036 

22 平成 22年４月から平成 23年３月までの期間 1.039 1.041 

23 平成 23年４月から平成 24年３月までの期間 1.042 1.044 

24 平成 24年４月から平成 25年３月までの期間 1.043 1.047 

25 平成 25年４月から平成 26年３月までの期間 1.045 1.049 

26 平成 26年４月から平成 27年３月までの期間 1.015 1.018 

27 平成 27年４月から平成 28年３月までの期間 1.010 1.013 

28 平成 28年４月から平成 29年３月までの期間 1.013 1.016 

29 平成 29年４月から平成 30年３月までの期間 1.009 1.012 

30 平成 30年４月から平成 31年３月までの期間 1.000 1.003 

31 平成 31年４月から令和２年３月までの期間 0.997 1.000 

32 令和２年４月から令和３年３月までの期間 0.997 0.997 

33 令和３年４月から令和４年３月までの期間 1.000 1.000 

34 令和４年４月から令和５年３月までの期間 0.978 0.978 

34 令和５年４月から令和６年３月までの期間 0.947 0.947 

34 令和６年４月から令和８年３月までの期間 0.922 0.922 

 

 

5 年金の支給 

老齢厚生年金の受給権は 65歳到達日（誕生日の前日）に発生し、受給権が発生した日の属する月の翌

月分から年金が支給されます。 

また、年金は死亡等により受給権が消滅した日（死亡日等）の属する月分まで支給されます。 
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第２節 老齢厚生年金 

 

老齢厚生年金は、次の受給要件を満たした場合に支給されます。 

なお、この場合には、原則として国民年金の老齢基礎年金(7-21頁参照)も併せて支給されます。 

 

1 受給要件 

被保険者期間等が 10年以上ある者が、65歳に達したとき。 

 

2 老齢厚生年金の額 

老齢厚生年金の年金額の計算式は、次のとおりです。 

※ 平成 27年 9月までの共済組合の期間がある方には、「経過的職域加算額」（7-8頁「3 経過的職域

加算額」参照）及び平成 27年 10月以降の組合員期間がある者には、「退職年金」（7-8頁「4 年金

払い退職給付」参照）が併せて支給されます。 

 

 

 

 

 

（１）給料比例分の額（厚生年金相当額） 

給料比例部分の額は、平成 15年 3月までの年金額と平成 15年 4月以降の額を下記により算出して

合算します。 

（注）平均標準報酬月額及び平均標準報酬額については 7-2頁参照。 

  

「被保険者期間等」とは次の期間のことです。 
 
ア 地方公務員共済組合の組合員期間（国家公務員共済組合等の組合員期間を含む。） 

 
イ ア以外の国民年金法に規定する保険料納付済期間（自営業者等の国民年金の被保険者期間のう

ち保険料を納付した期間）、厚生年金保険等の被保険者期間、私立学校教職員共済制度の加入者

期間並びに昭和 61年４月１日以降のこれらの被扶養者配偶者であった期間 
 
ウ 国民年金法に規定する保険料免除期間 

 
エ 国民年金法に規定する合算対象期間（学生など任意加入できた者が任意加入しなかった期間や、

地方公務員共済組合の組合員等の配偶者であった期間で、昭和 61 年３月 31 日までの国民年金

に加入しなかった期間） 

年金額 ＝ 

給料比例部分の額 

(厚生年金相当額 

＋経過的職域加算額 

＋年金払い退職給付) 

＋ 
経 過 的 

加算の額  
＋ 加給年金額   

    ※該当者のみ  ※該当者のみ   

平成15年 3月以前の年金額 

平均標準報酬月額

（注） 
× 

7.125 
× 平成 15年 3月以前の組合員期間の月数 

1000 
     

平成 15年 4月以降の年金額 

平均標準報酬額 

（注） 
× 

5.481 
× 平成 15年４月以降の組合員期間の月数 

1000 
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（２）経過的加算の額 

次の計算式により計算された額が加算される経過措置があります。 

 

 

 

 

（注１）国民年金法第 27条に規定する改定率（令和 7年度は 1.065） 

（注２）昭和36年 4月以降の20歳以上60歳未満の組合員期間 

 

（３）加給年金額 

ア 加給年金額対象者（7-7頁【表６】参照） 

被保険者期間が20年以上（注）ある者が、老齢厚生年金を受ける権利を取得した当時、その者と生

計を共にしていた次の者で、年間の収入が 850万円又は所得が 655.5万円未満（850万円以上である

が５年以内に 850万円未満の収入となる場合も含む。）であるとき、加算されます。 

① 65歳未満の配偶者 

② 18歳に達した日の属する年度末までの間にある子 

③ 20歳未満で障害等級の 1級又は 2級に該当する障害状態にある子 

 

（注） 2以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する場合は、すべての厚生年金被保険者期間を合算して

「20年以上」となるときに、原則として最も加入期間が長い実施期間から支給される老齢厚生年金に加

算されます。 

 

イ 加給年金額 

① 配偶者 224,700円×賃金変動等改定率（注） 

ただし、老齢厚生年金の受給権者が昭和 9年 4月 2日以降に生まれた者である場合には、 

【表５】のとおり、その者の生年月日に応じ、一定の額が加算されます。 

 

【表５】配偶者に係る加給年金額の特例加算額 

受給権者の生年月日 特別加算額 

昭和 9年 4月 2日～昭和 15年 4月 1日 33,200円×賃金変動等改定率（注）   

昭和 15年 4月 2日～昭和 16年 4月 1日 66,300円×賃金変動等改定率（注）   

昭和 16年 4月 2日～昭和 17年 4月 1日 99,500円×賃金変動等改定率（注）   

昭和 17年 4月 2日～昭和 18年 4月 1日 132,600円×賃金変動等改定率（注）   

昭和 18年 4月 2日以降 165,800円×賃金変動等改定率（注）   

（注）名目手取り賃金変動率を基準として毎年度改定される。令和 7年度は 1.065 

 

② 子：2人目まで 1人につき  224,700円×賃金変動等改定率（注） 

3人目から 1人につき   74,900円×賃金変動等改定率（注） 
（注）上記に同じ。 

 

ウ 加給年金額の支給停止 

加給年金額の対象となっている配偶者が、公的年金各法による長期在職（20 年以上又は同等のも

の）に係る老齢（退職）年金又は障害を給付事由とする年金を受給している場合は支給停止となりま

す。 

なお、在職中のために年金が全額支給停止されている場合も加給年金額は支給停止となります。 

  

1,628円×改定率（注１） 

×被保険者期間の月数（480月を上限） 
－ 

老齢基礎年金のうち組合員期間に係る 

部分に相当する額（注２） 
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【表６】 

加 給 年 金 額 対 象 者 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1）公的年金は 20年以上の加入期間がある老齢（退職）の年金又は障害年金に限る。 

（注 2）受給権は発生しているが、在職中のために年金が全額支給停止されている場合も含む。 

 

  

生計を共にする65歳未満の配偶者又は18歳に達する日の属する年度末までの間にあ

る子（20歳未満で障害等級の１級又は２級に該当する子を含む）がいますか？ 

 

ハ イ イイエ 

５年以内に定年等で

退職しますか？ 
加給年金額対象

者とならない  

公的年金の受給権はありますか？（注 1） 
加給年金額対象

者とならない 

ハ イ イイエ 

ハ イ イイエ ハ イ イイエ 

収入は 850万円未満ですか？ 

配 偶 者 子 加給年金額対象者なし 

ハイ（注 2) イイエ 

加給年金額対象者となる 

ただし、支給停止される 
加給年金額対象者となる 加給年金額対象者となる 
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3 経過的職域加算額 

平成 27 年 10 月１日に施行された被用者年金一元化により、従来の「退職共済年金」に含まれていた

職域年金相当部分の額は老齢厚生年金から切り離され、公立学校共済組合独自の「経過的職域加算額」

として支給されます。 

なお、平成 27年 9月までの組合員期間を有する者が「老齢厚生年金」の受給要件を満たした時から支

給されます。 

 

 

4 年金払い退職給付 

共済年金の職域年金相当部分廃止後の新たな年金として、平成27年10月から「年金払い退職給付（正式

名称：退職等年金給付）」が創設されました。この「年金払い退職給付」は地方公務員の退職給付の一部

として設けられるもので「退職年金」、「公務障害年金」、「公務遺族年金」の3種類の給付があります。 

（１）退職年金 

① 受給要件 

次のアからウまでの要件をすべて満たしているときに支払われます。 

ア 1年以上引き続く組合員期間を有すること（注） 

イ 65歳に達していること 

ウ 退職していること 

(注)平成27年10月1日に引き続かない組合員期間を除く。 

 

② 積立期間 

組合員期間中は「年金払い退職給付」として保険料と利子を積み立てていくことになります。 

保険料は、組合員の給料から控除される掛金と雇用主（福岡県等）が支払う負担金との合計と

なっています。 

また、毎月積み立てられた保険料には利子が付き、毎月複利で保険料と利子を積み立てていく

こととなります。 

この利子を計算するための率を「基準利率」といい、国債の利回りと連動しています。 

なお、現在の積立金額等をお知らせするため、「年金払い退職給付の給付算定基礎額通知書」

が、共済組合員の組合員の方には毎年、組合員資格を喪失した方は、退職時と節目年齢（35歳、

45歳、59歳、63歳）の翌年度に送付されます。 

 
平成 15年 3月以前の組合員期間 

平均給料月額 × 
1.425 

× 平成 15年 4月以前の組合員期間の月数 
1000 

 全組合員期間が 

20年未満の場合 

0.713 

1000  

 
平成 15年 4月から平成 27年 9月までの組合員期間 

平均給与月額 × 
1.096 

× 
平成 15年 4月から平成 27年 9月までの組合員

期間の月数 1000 

        全組合員期間が 

20年未満の場合 

0.548 

1000 
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③ 支給について 

「年金払い退職給付」の支給額は、「給付算定基礎額」をもとに計算されます。「給付算定基礎額」

とは、支給開始月の前月までの保険料と利子の合計金額となります。「給付算定基礎額」の半分は有

期年金として、残りの半分は終身年金として支給されることになります。 

また、有期年金の支給は一時金、10年及び 20年の 3つから選択することになります。 

なお、受給者が亡くなった場合は、終身年金は終了となり、有期年金に残余がある場合は、遺族

に一時金として支給されます。 

「給付算定基礎額」の半分を「有期退職年金算定基礎額」と「終身退職年金算定基礎額」に分け

た後、終身年金にあっては、毎年の終身年金現価率で除した金額が、有期年金にあっては有期年金

現価率で除した金額が合計されて支払われることになります。なお、終身年金と有期年金の年金現

価率は国債利回りや予想死亡率に連動して毎年見直しされます。 

 

 

年金払い退職給付の積立から支給までのイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公務障害年金 

組合員又は組合員であった者が次のすべてに該当するときに支給されます。なお、通勤災害の場合

は対象となりません。 

支給水準は障害厚生年金と合わせて、共済年金の公務等による障害共済年金と同程度です。 

① 公務による病気にかかり、または負傷した者であること 

② 初診日（公務傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日）において、組合員で

あること 

③ 障害認定日に障害等級の 1級から 3級の障害状態であるとき 
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（３）公務遺族年金 

組合員又は組合員であった者が次のいずれかに該当するときに、その遺族に支給されます。なお、

通勤災害の場合は対象となりません。 

支給水準は遺族厚生年金と合わせて共済年金の公務等による遺族共済年金と同程度です。 

① 組合員が公務による傷病により死亡したとき 

② 組合員であった者が、退職後に、被保険者である間に、初診日がある公務による傷病により、当 

該初診日から起算して 5年を経過する日前に死亡したとき 

③ 障害等級が 1級もしくは 2級に該当する障害の状態にある公務障害年金の受給者が当該公務障 

害年金の給付事由となった公務による傷病により死亡したとき 

 

5 在職中又は再就職による老齢厚生年金の支給停止 

年金受給者が共済組合員であるときや、民間会社等に勤務して厚生年金保険の被保険者になったと

き、または国会議員・地方議会議員となったときは、年金の一部または全部が支給停止となる場合があ

ります。 

なお、再就職先等で厚生年金制度に加入しない場合、年金の支給停止はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 複数の老齢厚生年金がある場合は合算した額が対象となります。 

※ 支給停止基準額は、賃金や物価の変動により、改定されることがあります。 

※ 年金受給権者が公務員（再任用フルタイム職員を含む）の場合は、経過的職域加算額および共済

年金の職域年金相当部分は支給されません。 

  

はい 

（注１）年金…老齢厚生年金（退職共済の厚生年金相当部分の額）×1/12 （職域加算額および加給年金額を除く） 

（注２）賃金…（勤務先で決定される標準報酬月額）+（過去１年間に支給された賞与×1/12） 

（注３）支給停止基準額（令和 7年度） 

年金と賃金の合計額が 51万円以下 

(注１)      (注2)               (注3) 

 

 

 

全額支給 

いいえ 

支給停止される額（月額） 

（賃金+年金－51万円）× 1/2 
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6 繰上げ支給の老齢厚生年金 

60歳到達後、希望により、アからウまでの要件を全て満たしているときに、65歳に達する前に老齢厚

生年金の繰上げ支給の請求を行うと、請求日の翌日から繰上げ支給の老齢厚生年金を受給することがで

きます。 

ア 1年以上の被保険者期間（7-5頁参照）を有すること 

イ 被保険者期間等が 10年以上であること 

ウ 60歳に達していること 

ただし、繰り上げた場合の年金額は繰り上げた月数１か月当たり 0.4％（昭和 37年 4月 1日以前に生

まれた方は 0.5％）減額されます。その上、65 歳から支給される老齢基礎年金も併せて繰上げ請求を行

わなければならないため、年金を早く繰り上げるほど減額が大きく、生涯にわたり減額された年金額を

受給することとなり、取消しをすることはできません。 

また、繰上げ請求を行った後は事後重症などによる障害年金の請求ができなくなりますので御注意く

ださい。 

 

＜減額される年金額＞ 

・老齢厚生年金 

老齢厚生年金の額 × 4/1000 × 繰上げした月数 

・老齢基礎年金 

老齢基礎年金の額 × 4/1000 × 繰上げした月数 

※ 昭和 37年 4月 1日以前に生まれた方は 5/1000を乗じた年金額になります。 

 

 

7 繰下げ支給の老齢厚生年金（退職共済年金） 

65 歳以降の老齢厚生年金について平成 19 年 4 月から繰下げ支給制度が導入されました。65 歳以後、

1 年以上老齢厚生年金を請求していない場合、繰下げの申出をすることで、繰り下げた月数 1 か月当た

り 0.7％増額されます。 

繰下げ請求は、1年以上の期間を繰り下げる必要があり、66歳の誕生日以後、75歳（昭和 27年 4月

1日以前に生まれた方は、70歳）に達するまで、１か月単位で行うことができます。 

ただし、複数の年金給付の受給権を有する場合は、それら全て（老齢基礎年金を除く。）を同時に繰り

下げる必要があります。 

なお、在職中の場合は、在職中による支給停止相当額は増額の対象になりません。また、65歳になっ

たときに公的年金（老齢基礎年金を除く。）を受給している場合は、繰下げの申出をすることはできませ

ん。 

 

8 年金の支給期間及び支給期月 

（１）支給期間 

年金の給付は、給付事由が発生した日（退職の日など）の属する月の翌月からその事由のなくなっ

た日（死亡日など）の属する月までの分が支給されます。 

ただし、老齢厚生年金（退職共済年金）は、在職中は給料等との調整があります。 

なお、障害厚生年金（障害共済年金）については、平成 27 年 10 月からの被用者年金制度の一元化

により、在職中は職域部分を除いて支給されます。 
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（２）支給期月 

年金は年 6回（偶数月の 15日、その日が土・日・祝日の場合は直前の金融機関の営業日）に公立学

校共済組合本部に届け出ている口座に送金します。 

 

定 期 支 給 期 月  ２月 ４月 ６月 ８月 10月 12月 

受給分 

(前月までの２か月間) 
12・１月分 ２・３月分 ４・５月分 ６・７月分 ８・９月分 10・11月分 

 

9 年金額の改定等 

従来、年金額は全国消費者物価指数の変動により自動的に改定(物価スライド）されていましたが、

平成16年改正により年金給付水準の伸びに現役世代の保険料負担能力の動きが反映されるよう、労働力

人口の減少率や平均余命の延びを反映させる仕組み（マクロ経済スライド）が導入されました。 

そのため、年金額は、毎年4月に自動的に改定されますが、物価（賃金）上昇分だけ年金給付水準を

引き上げるのではなく、そこからマクロ経済によるスライド調整率を差し引いて改定されます。 

 

10 年金の併給調整 

年金は、「一人一年金」を原則としており、複数の厚生（共済）年金又は他の法律に基づく年金

を受けることができる場合は、本人の選択によりいずれか1つの年金を選択すること（選択された年

金以外は支給停止）とされています。 

この調整は、厚生（共済）年金だけでなく、他の公的年金制度にも共通に適用されますが、年金

の選択は、将来に向かっていつでも変更することができます。 

 

老齢厚生年金 
 

と 
 

障害厚生(共済)年金 
 

 老齢厚生年金を選択 
老齢厚生年金 

  

と 
 

障害厚生(共済)年金 

                                                                  受 給                支給停止 

遺族厚生(共済)年金 
 

と 
 

障害厚生(共済)年金 
 

遺族厚生(共済)年金を選択 
遺族厚生(共済)年金 

  

と 
 

障害厚生(共済)年金 

                                                                  受 給             支給停止など 

 

11 既給一時金の返還 

昭和 54年 12月 31日以前に退職し、退職一時金等既給一時金の支給を受けた者が、老齢厚生年金等を

受給することとなったときは、過去に支給された一時金の額にその支給を受けた翌月から受給権が発生

した月までの期間における利子を加えた額を返還することになっています。 

遺族厚生年金の受給権者についても、死亡した者が返還すべきであった金額を返還することになります。 

返還方法は、受給者の希望により一時金で返還するか又は老齢厚生年金等から支給額の2分の1を限度

として返還額に達するまで順次控除されます。 
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12 雇用保険法による給付と老齢厚生年金等との調整 

老齢厚生年金の受給者（65歳未満の者に限る。）が、雇用保険法による失業給付（基本手当）を受給し

ている間は、その年金額のうち職域年金相当部分の額を除き支給が停止となります。また、高年齢雇用

継続基本給付金を受給している間は、年金額が減額されます。 

公務員は雇用保険に加入していないため、退職時に失業給付等を受給することはできません。しかし、

フルタイム再任用や民間会社などに就職した場合には、雇用保険法が適用されるようになりますので、

離職時に失業給付を受給することができるようになります。失業給付の手続は公共職業安定所（ハロー

ワーク）で行いますが、失業給付を受給することとなった場合､「老齢厚生・退職共済年金受給権者支給

停止事由該当届」を公立学校共済組合本部に提出してください。 

なお、65歳に達している場合は失業給付との調整はありませんので手続は不要です。 

 

13 年金の給付制限 

組合員又は組合員であった者が、拘禁刑（令和７年５月以前の場合は、懲役または禁固）以上の刑に

処せられた場合又は停職以上の懲戒処分を受けた場合には、一定期間、経過的職域加算額及び年金払い

退職給付の一部が支給停止となります。 

 

14 第三者加害行為事故に係る損害賠償と年金との調整 

組合員又は組合員であった者が第三者行為による事故に遭い、負傷し、あるいは死亡した場合、損害

を受けた者又はその遺族は、加害者である第三者に対し損害賠償を行うことができますが、同時に事故

により障害の年金や遺族の年金を受ける権利が発生した場合は、年金を受ける権利を有することとなり

ます。 

この場合、損害を受けた者又はその遺族は、同一の事由により二重の生活保障を受けることとなりま

すが、被害者の損害については、本来、加害者が賠償するべきものであり（民法第 709条）、事故が起こ

っていないとしたならば、事故による障害の年金や遺族の年金を受ける権利も発生しなかったと考えら

れることから、厚生年金保険法等では、このような二重の生活保障を避けるための規定を設けており、

受給権者（被害者）、保険者（公立学校共済組合等）及び加害者間で調整を図ることとなります。 

被害者が損害賠償金を受領したとき、そのうちの生活補償費相当額（逸失利益又は休業補償費等）を

限度として、年金が支給停止となります。 

なお、支給停止の期間は 36か月が上限となります。 
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15 離婚時の年金分割制度 

平成19年4月以降に夫婦が離婚した場合には、当事者の合意または裁判所の決定があれば、婚姻期

間についての厚生年金の分割を受けることができます。分割割合は、婚姻期間中の夫婦の保険料納

付記録の合計の2分の1を限度とします。平成19年4月以降に成立した離婚を対象としますが、平成19

年3月以前の保険料納付記録も分割対象となります。 

また、平成20年4月以降の被扶養配偶者（第3号被保険者）の期間については、離婚等をした場合

に当事者一方からの請求により、保険料納付記録を自動的に2分の1ずつ当事者間で分割することが

できます。 

＜注意事項＞ 

① 離婚分割の請求ができるのは、離婚後 2年（離婚日が令和 8年 4月 1日以降の場合は 5年）以内

となっています。 

② 支給開始は 65歳からとなります。 

③ 離婚分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給には影響しません。 

④ 離婚分割は給料比例部分の額のみで、基礎年金には影響しません。 

※ 請求手続を行う場合は、事前に公立学校共済組合福岡支部年金係までお問い合せください。 

 

 

第３節 脱退一時金 

 
1 受給要件 

被保険者期間が 6 か月以上である日本国籍を有しない者（国民年金の被保険者でないものに限る）で

あって、老齢厚生年金の受給資格を満たしていない者（7-5頁参照）は、脱退一時金を請求することがで

きます。 

ただし、次のいずれかに該当するときは、請求できません。 

（１）日本国内に住所を有するとき 

（２）障害厚生（共済）年金等の権利を有したことがあるとき 

（３）最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日（同日において日本国内に住所を有していた者 

にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日）から起算して 2年以上経過し 

ているとき 
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第４節 障害厚生年金（障害共済年金） 
 

障害厚生年金及び障害共済年金(以下、「障害厚生年金等」という。)は、被保険者期間中に病気やけ

がをして初めて医師や歯科医師の診察を受けた日（初診日）から 1 年 6 月を経過した日又はその傷病

が治った日、もしくはその症状が固定し治療効果が期待できない状態になった日（障害認定日）にお

いて、その傷病により障害等級が 1 級から 3 級までの障害の程度に該当する状態になったとき、障害

の程度に応じて支給されます。 

この障害等級の認定手続は、身体障害者手帳等が交付されているか否かに関係なく、公立学校共済

組合本部において独自に行います。 

障害等級が 1級又は 2級に該当する場合は、原則として国民年金の障害基礎年金（7-26頁参照）も

併せて支給されます。 

なお、次の傷病については、特例としてそれぞれの日が障害認定日となります。（ただし、その日が

1年 6月経過したよりも後であれば、1年 6月経過した日が障害認定日となります。） 

 

傷  病  名 障害認定日 

人工骨頭又は人工関節を挿入、置換したもの その日 

心臓ペースメーカー、植込み型の除細動器（ＩＣＤ） 

人工弁を装着したもの 
その日 

人工透析療法を施行したもの  透析開始から 3か月を経過した日 

人工肛門を造設、尿路変更術の施行 造設、手術日から 6か月を経過した日 

新膀胱を造設したもの その日 

上肢・下肢を切断・離断したもの その日 

喉頭を全摘出したもの その日 

在宅酸素療養を行っている場合 在宅酸素療養を開始した日 

脳血管疾患による機能障害 
初診日から起算して 6 か月を経過した日以後

（医学的観点からそれ以上の回復がほとんど

望めないと認められる場合等に限る。） 

心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 移植又は装着日 

ＣＲＴ（心臓再同期医療機器）、 

ＣＲＴ－Ｄ（除細動器機能付き心臓再同期医療機器） 
装着日 

胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管（ステントグ

ラフトも含む）を挿入置換 
その日 

遷延性植物状態であるもの 
状態に至った日から起算して 3か月を経

過した日以後 

 

＜事後重症制度＞ 

傷病によっては、徐々に症状が進行していくものがあります。その傷病の初診日が被保険者である間 

にあり、障害認定日に 3級以上の障害程度に該当しなくても、その日から 65歳に達する日の前日まで 

に、同一の傷病により 3級以上の障害の状態になったときには、請求により障害厚生年金等が支給され 

ます。 
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＜障害共済年金、障害厚生年金及び経過的職域加算額について＞ 

障害共済年金及び障害厚生年金、経過的職域加算額の支給については平成 27年 10月１日の被用者年

金一元化法施行に伴い、下記のように区分されることとなりました。 

適 用 支給される年金 職域年金相当部分 

初診日及び受給権発生日が施行日※ より

前にある場合 
障害共済年金 障害共済年金の中に含む 

初診日は施行日※ より前、受給権発生日

は施行日※以後にある場合 

障害厚生年金 及び 

経過的職域加算額 
経過的職域加算として支給 

初診日が施行日※ 以後にある場合 障害厚生年金 支給無し 

※ 施行日：平成 27年 10月１日 

 

1 受給要件 

障害厚生年金等は、次の（１）から（３）までの条件すべてに該当する方が受給できます。 

（１）厚生年金保険の被保険者である間（共済組合員期間を含む。）に、障害の原因となった病気やけ

がの初診日があること 

（２）障害の状態が、障害認定日において障害等級 1級から 3級までの状態にあること 

（３）保険料の納付要件を満たしていること（下記参照。） 

 

2 保険料納付要件 

初診日の前日に、初診日がある月の 2か月前までの被保険者期間等で、国民年金の保険料納付済期間

（厚生年金保険の被保険者期間や共済組合員期間を含む。）と保険料免除期間を合わせた期間が 3分の 2

以上あることが必要です。 

 

※ 保険料の納付要件の特例 

次のすべての条件に該当する場合は、納付要件を満たしたこととなります。 

・ 初診日が令和 8年 3月 31日以前にあること 

・ 初診日において 65歳未満であること 

・ 初診日の前日において、初診日がある 2か月前までの直近１年間に保険料の未納期間がないこと 
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3 公務等によらない障害厚生年金等の額 

（公務障害厚生年金は7-12頁参照） 

 

 

 

 

 

（１）給料比例分の額（厚生年金相当額） 
 

平成15年 3月以前の年金額 

平均標準報酬月額  

（注１） 
× 

7.125 
× 

障害認定日までの被保険者期間のうち平成

15年 3月以前の月数（注２） 1000 
     

平成 15年 4月以降の年金額 

平均標準報酬額   

（注１） 
× 

5.481 
× 

障害認定日までの被保険者期間のうち 

平成 15年 4月以降の月数（注２） 1000 
  （注１）   

 

（注１）平均標準報酬月額及び平均標準報酬額については 7-2頁参照。 

（注２）被保険者期間の月数が 300月(25年)未満のときは、300月としてそれぞれの期間に応じて期間を 

按分して計算します。 

なお、初診日までの被保険者期間が 2以上の厚生年金被保険者区分に該当するときは、それぞれの 

期間について障害厚生年金を算定し合計金額を支給します。 

 

（２）経過的職域加算額 

障害厚生年金の支給要件を満たした方で、平成27年9月以前の共済組合の被保険者である間に初診日

がある場合に支給されます。ただし、在職中である間は支給が停止されます。 

 

（３）加給年金額 

障害等級が1級又は2級の場合、その受給権者によって生計を維持している 65歳未満の配偶者がいる

ときは、加給年金額（7-6頁参照）が加算されます。 

加給年金額の対象者がいない場合であっても、当該年金の受給開始後に、婚姻等により要件を満た

す配偶者を有したときには、加給年金額が加算されます。 

なお、配偶者に係る受給要件は、老齢厚生年金の場合と同様です。（7-6頁参照） 

加給年金額については、支給の対象となっている配偶者が、被保険者期間の月数が 240 月以上ある

老齢厚生年金や障害厚生（共済）年金等の受給権を有する場合は、その支給が停止されます。 

 

（４）障害等級が１級の場合 

給料比例部分の額及び経過的職域加算額にそれぞれ 1.25を乗じた額となります。 

 

（５）障害の程度が変わった場合の障害厚生（共済）年金の額の改定 

障害厚生年金等の受給権者の障害の程度が増進した場合にその者から請求があったとき又は障害の

程度が減退したときは、その変わった程度に応じて障害厚生（共済）年金の額が改定されます。 

ただし、障害等級が 3級の障害厚生年金等については、障害の程度が65歳以上になって増進しても、

その額の改定は行われません。 

 

年金額 ＝ 
給料比例部分の額 

（厚生年金相当額） 
＋ 加給年金額 ＋ 経過的職域加算額 

    ※該当者のみ  ※該当者のみ（別途支給） 
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4 障害厚生（共済）年金の失権 

次の場合には、障害厚生（共済）年金の受給権が消滅します。 

（１）受給権者が死亡したとき 

（２）障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する

ことなく 3年を経過し 65歳に達したとき 

 

5 傷病手当金との調整について 

傷病手当金を受給中の方は、障害厚生（共済）年金・障害基礎年金の支給により、傷病手当金が調整さ

れることとなります。 

 

 

第５節 障害手当金 

 

障害手当金は、傷病が治った場合において、障害等級３級よりも軽度の一定の障害が残ったときに次

の（１）から（３）までの条件すべてに該当する方が一時金として受給できます。 

（１）厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること 

＊ 国民年金の年金給付又は共済組合等の年金給付の受給権者を除きます。 
 

（２）障害の状態が、次のアからウまでの条件すべてに該当していること 

ア 初診日から 5年以内に治っていること（症状が固定） 

イ 傷病が治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと（厚生年金保険法施

行令別表第二相当） 

ウ 障害等級表に定める障害の状態であること 
 

（３）保険料の納付要件を満たしていること（7-16頁参照） 
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第６節 遺族厚生年金 
 
1 受給要件 

遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次のいずれかに該当するときに、その遺族に支給

されます。 

（１）被保険者が死亡したとき 

（２）被保険者であった者が、被保険者資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病に

より当該初診日から起算して 5年を経過する日前に死亡したとき 

（３）障害等級の1級もしくは2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき 

（４）老齢厚生年金・退職共済年金の受給権者もしくは従前の制度による退職年金、減額退職年金もしく

は通算退職年金の受給権者が死亡したとき 

（５）被保険者期間等が25年以上ある者が死亡したとき（【表７】経過措置あり） 

※ （１）、（２）については、死亡した者について、保険料納付済期間または保険料免除期間が国民年

金加入期間の 3分の 2以上あることが必要です。ただし、初診日が令和 8年 3月 31日以前の場合

は死亡日に 65歳未満であれば、死亡日の属する月の 2か月前までの 1年間のうちに、保険料の滞

納がなければ受けられます。 

【表７】被保険者期間等の経過措置 

生 年 月 日 受給資格期間(注) 

昭和 27年 4月 1日以前 20年 

昭和 27年 4月 2日～昭和 28年 4月 1日 21年 

昭和 28年 4月 2日～昭和 29年 4月 1日 22年 

昭和 29年 4月 2日～昭和 30年 4月 1日 23年 

昭和 30年 4月 2日～昭和 31年 4月 1日 24年 

 

2 遺族の範囲及び順位 

遺族厚生年金を受給できる遺族は、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計

を共にし、恒常的な収入金額が将来にわたって年額 850 万円(所得 655.5 万円)以上にならないと認めら

れる次の者です。 

 

（注）受給資格期間の年数は、共済組合員期間と第一号厚生年金の被保険者期間（民間等）及び私立学校教

職員共済制度の加入者期間を合算した年数です。 

上記年数に満たない場合は、国民年金と合わせて 25年以上必要です。 

順位 続柄 年齢制限 

１ 

妻 
なし 

（30歳未満で下記に掲げる子がいない場合は 5年で失権する。） 

夫 

55歳以上であること 

（60 歳まで遺族厚生年金支給停止。但し、遺族基礎年金を受給できる場合

を除く。） 

子 
18歳の年度末まで 又は障害等級 1級・2級に該当する場合は 20歳まで 

（未婚であること） 

２ 父母 
55歳以上であること 

（60歳まで遺族厚生年金支給停止） 

３ 孫 
18歳の年度末まで 又は障害等級 1級・2級に該当する場合は 20歳まで 

（未婚であること） 

４ 祖父母 
55歳以上であること 

（60歳まで遺族厚生年金支給停止） 
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※ 年齢は被保険者の死亡当時 

3 年金額 

遺族厚生年金の額は、原則として、老齢厚生年金の額の 4分の 3に相当する額です。 

遺族厚生年金を受ける者が、子のいない40歳以上65歳未満の妻の場合には、「中高齢寡婦加算」が 

加算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）給与比例部分の額（厚生年金相当額） 

給料比例部分の額は、平成 15年 3月までの年金額と平成 15年 4月以降の額を以下により算出して

合算します。 

平成15年 3月以前の年金額 

平均標準報酬月額  

（注１） 
× 

7.125 
× 

平成 15年 3月以前の 

被保険者期間の月数 
× 

3 

1000 4 
    （注２）   

平成 15年 4月以降の年金額 

平均標準報酬額    

（注１） 
× 

5.481 
× 

平成 15年 4月以降の 

被保険者期間の月数 
× 

3 

1000 4 
    （注２）   

 

（注１）平均標準報酬月額及び平均標準報酬額については 7-2頁参照。 

（注２）被保険者期間の月数が 300月(25年)未満のときは、300月としてそれぞれの期間に応じて期間を 

按分して計算します。 

なお、被保険者期間が 2以上の厚生年金被保険者区分に該当するときは、それぞれの期間につい 

て遺族厚生年金を算定し合計金額を支給します。 

 

（２）経過的職域加算額 

遺族厚生年金とは別に共済組合から支給されます。（7-8頁「3 経過的職域加算額」参照） 

※ 4分の 3の額になります。 

 

（３）子のいない中高齢の妻に対する加算（中高齢寡婦加算） 

ア 40歳以上65歳未満の妻の場合 

遺族厚生年金を受けることができる妻が40歳以上65歳未満であり、かつ、18歳に達した日の属す 

る年度末までの間にある子がいないことにより国民年金の遺族基礎年金を受けることができないと 

きは、前記の算定方法により算出した額に 780,900円×改定率×4分の 3の額が「中高齢寡婦加算」 

として加算されます。 

 

イ 65歳以上の妻の場合 

中高齢寡婦加算を受けている妻が65歳に達すると、自身の老齢基礎年金を受けることになるので、

中高齢寡婦加算の額は加算されなくなります。 

しかし、昭和31年 4月 1日以前に生まれた妻の場合には、国民年金の加入期間が短いため、老齢

基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額より低額となる場合があります。そこで、65歳以上になっても、

その者の受ける年金の額が低下しないよう生年月日に応じて遺族厚生年金に経過的加算（経過的中

高齢寡婦加算）が行われます。 

年金額 ＝ 
給料比例部分の額 

（厚生年金相当額） 
＋ 

中高齢寡婦加算の額又は 

経過的中高齢寡婦加算の額 
＋ 経過的職域加算額 

    ※該当者のみ  ※該当者のみ（別途支給） 
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4 支給停止 

遺族厚生年金は、次のいずれかに該当する場合には、その支給が停止されます。 

（１）夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金について、受給権者が 60歳未満であるとき 

※ 遺族基礎年金の受給権がある夫については、支給停止されません。 

（２）子に対する遺族厚生年金について、同順位者である配偶者が遺族厚生年金を受ける権利を有す 

るとき 

 

5 遺族厚生年金の失権 

遺族厚生年金の受給権者が、次のいずれかに該当したときは、その権利を失います。 

（１）死亡したとき 

（２）婚姻したとき（事実上の婚姻関係を含む。） 

（３）直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき（事実上の養子縁組関係を含む。） 

（４）離縁によって、死亡した組合員であった者との親族関係が終了したとき 

（５）子又は孫である受給権者について、18歳年度末が終了したとき（障害等級 1級又は 2級に該当 

する障害の状態にあるときを除く。） 

（６）障害等級の 1級又は 2級に該当する状態にある子又は孫である受給権者について、その事情が 

なくなったとき（18歳年度末までの間にあるときを除く。） 

（７）子又は孫である受給権者について、20歳に達したとき 

 

 

第７節  国民年金（基礎年金） 
 

1 通則 

共済組合の組合員と組合員の被扶養配偶者は、昭和61年 4月 1日から国民年金制度にも加入すること

となり、共済組合の組合員は、共済組合から支給される共済年金（現在は厚生年金）と併せて、国民年金

から基礎年金の支給を受けることになりました。 

 

（１）国民年金（基礎年金）の種類 

年 金 名 内       容 

老齢基礎年金 
共済組合、国民年金及び厚生年金等の加入期間を合算して 10年以

上ある者が、65歳に達したときに支給されます。 

障害基礎年金 

共済組合、国民年金及び厚生年金等の加入期間中に初診日のある傷

病により、障害認定日において、障害等級が 1級又は 2級に該当する

障害の状態になったとき支給されます。（障害等級が 3級の場合には

支給されません。） 

ただし、保険料の納付要件を満たしていないときは、この障害基礎

年金は支給されません。 
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遺族基礎年金 

組合員又は老齢基礎年金の受給資格期間（25年以上）を満たした者が

死亡した場合に、その遺族に支給されます。遺族とは、その者によって

生計を維持していた子のある配偶者又は18歳に達した日の属する年度

末までの間にある子です。 

ただし、死亡した方が保険料の納付要件を満たしていないときは、

この遺族基礎年金は支給されません。 

（２）国民年金の被保険者資格 

ア 強制加入の被保険者 

区  分 内            容 

第 1号被保険者 
日本国内に住所を有する 20歳以上 60歳未満の者 

（第 2号及び第 3号被保険者を除く。） 

第 2号被保険者 厚生年金保険の被保険者（共済組合等の組合員を含む。） 

第 3号被保険者 第 2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の者 

 

イ 任意加入の被保険者 

次の者は、申し出により国民年金の第 1号被保険者として任意加入することができます。 

① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の被用者年金制度の老齢（退職）年金の受給者 

② 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者で満額の老齢基礎年金を受けられない者 

③ 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の日本国籍を有する者 

 

（３）基礎年金の保険料 

自営業者など第 1 号被保険者の負担する保険料は定額となっており、個人で納付する必要がありま

すが、組合員（第 2 号被保険者）とその被扶養配偶者（第 3 号被保険者）の基礎年金に係る費用は、

被保険者（組合員）の掛金と事業主の負担金の中で賄われ、各制度が拠出金という形で負担していま

すので、組合員やその被扶養配偶者が個々に国民年金の保険料を支払う必要はありません。 

 

2 国民年金の種別の変更届 

組合員（第 2号被保険者）が 60歳未満で退職した場合、退職後、第 3号被保険者になる方を除いて全

ての方が第 1号被保険者となります。 

そのとき 20歳以上 60歳未満の被扶養配偶者がいる場合、配偶者も第 1号被保険者となるため、国民

年金の種別変更の手続が必要となります。 

第 1号被保険者への変更手続は、退職後 14日以内に「国民年金被保険者資格取得届（申出）書・国民

年金被保険者種別変更（第 1 号被保険者該当）届書」をお住まいの市区町村役場に提出していただくこ

とになります。 

また、第 3 号被保険者への変更手続は、配偶者が加入している健康保険組合等に被扶養者の認定手続

を行うとともに「国民年金第 3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認届（3号該当）」を提出してい

ただくことになります。 
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組合員の退職後の国民年金等の加入・変更手続について 

  
退職時の
年齢 

 
公的年金制
度への加入
（再就職）  

本人の手続  配偶者の年齢 配偶者の手続 

退 

職 

 
60歳 

以上 

 あり 
２号⇒２号 

厚生年金保険等に加入 

 ６０歳以上 不 要 

６０歳未満 
３号⇒３号 

（種別確認）  

なし 不 要 

６０歳以上 不 要 

６０歳未満 
３号⇒１号 

（種別変更）  

60歳 

未満 

あり 
２号⇒２号 

厚生年金保険等に加入 

６０歳以上 不 要 

６０歳未満 
３号⇒３号 

（種別確認）  

なし 
２号⇒１号 

（種別変更）  

６０歳以上 不 要 

６０歳未満 
３号⇒１号 

（種別変更）  

         

    

被用者年金制

度に加入して

いる配偶者の

被扶養者にな

る 

 
２号⇒３号 

（種別変更）  
   

 

 

※ 国民年金第１号被保険者への種別変更手続は、お住まいの市区町村の国民年金担当課となります。

その他の種別変更や種別確認手続は、再就職先の事業主（本人が国民年金第３号被保険者となる場合

は配偶者の勤務先）を通じて手続をしてください。 

 

  

 フルタイム再任用の方

は、組合員資格を喪失し

ませんので手続は不要で

す。 
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3 老齢基礎年金 

（１）受給要件 

保険料納付済期間と保険料免除期間等を合算した期間が 10 年以上あるとき、65 歳から支給されま

す。 

（２）年金額 

20歳から60歳までの40年（480月）間、保険料を納付した場合に、満額が支給されます。 

保険料納付済期間が480月に満たない場合は次の算出によります。 

 

老齢基礎年金の額 ＝ 780,900円×改定率（注）× 

（保険料納付済月数）＋（保険料1/4免除月数×5/8）＋（保険料半額免除月数×6/8）＋（保険料3/4免除月数×7/8）＋（保険料全額免除月数×4/8） 

加入可能期間の月数（480月） 
 

（注） 国民年金法第 27条に規定する改定率（令和 7年度は 1.065） 

（３）配偶者の老齢基礎年金 

老齢厚生年金（退職共済年金）の受給者に被扶養配偶者がいる場合、被扶養配偶者が65歳未満であ

る等、一定の条件を満たすときは、老齢厚生年金（退職共済年金）に加給年金額が加算されます。 

（7-6頁「加給年金額」参照） 

この加給年金額は、配偶者が65歳になると配偶者自身に「老齢基礎年金」が支給されるため、支給

されなくなります。 

なお、老齢厚生年金（退職共済年金）の加給年金額の対象であった配偶者で、昭和41年4月1日ま

でに生まれた方には、生年月日に応じて、自身の老齢基礎年金に加給年金額の振替額が加算されます。こ

れは、国民年金が昭和36年 4月の発足から昭和 61年 3月までは任意加入であったため、該当期間に

おける老齢基礎年金の額が低くなるのを防ぐために設けられました。 

なお、配偶者自身に厚生年金被保険者（共済組合の組合員）期間が 20年以上ある場合は振替額の

加算はありません。 

 

4 障害基礎年金 

（１）受給要件 

国民年金の被保険者が病気やけがにより、障害等級 1 級又は 2 級の障害の状態になったときに、支

給されます。ただし、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていない場合には支給されませ

ん。 

（２）年金額 

障害等級 1級の場合    780,900円×改定率(注)×1.25 

障害等級 2級の場合    780,900円×改定率(注) 

 

＜子の加算額＞ 
障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者によって生計を維持していた18歳に達す

る日の属する年度末までの間にある子又は20歳未満で障害等級 1級又は 2級の障害の状態にある子がい
るときは、次の額が加算されます。 

 

加 算 対 象 の 子 加   算   額 

１人目・２人目（１人につき） 
３人目以降  （１人につき） 

各 224,700円×改定率(注) 
各  74,900円×改定率(注) 

（注） 国民年金法第 27条に規定する改定率（令和 7年度は 1.065） 
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5 遺族基礎年金 

 

（１）受給要件 

国民年金の被保険者が死亡した場合又は老齢基礎年金の受給資格期間（25年以上）を満たした者が

死亡した場合に、その遺族に支給されます。 

ただし、保険料納付要件を満たしていない場合には支給されません。 

 

（２）遺族の範囲 

被保険者等が死亡したときに、その者と生計を共にし、恒常的な収入金額が将来にわたって年額 850 万

円(所得655.5万円)以上とならない次の要件に該当する子のある配偶者又は子に支給されます。 

ア 配偶者については、次のイの子と生計を同じくしていること 

イ 子については、18歳に達する日の属する年度末までの間にある者又は 20歳未満で障害等級が 1

級又は 2級の障害の状態にある者で、かつ、婚姻していないこと 

 

（３）年金額 

配偶者に支給する遺族基礎年金額 

定   額 
 

780,900×改定率(注) 
＋ 

子 の 加 算 額 （１人につき） 
２人目まで 224,700円×改定率(注) 
３人目以降 74,900円×改定率(注) 

 
子に支給する遺族基礎年金額 

定   額 
 

780,900円×改定率(注) 
＋ 

子 の 加 算 額 （１人につき） 
２人目   224,700円×改定率(注) 
３人目以降 74,900円×改定率(注) 

 

÷子の数 

 

 

（注） 国民年金法第 27条に規定する改定率（令和 7年度は 1.065） 

 

（４）支給停止 

遺族基礎年金は、次の場合には、その支給が停止されます。 

ア 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間支給が停

止されます。 

イ 子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父又は母があるときは、その間支給が

停止されます。 
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第８節 年金の事務手続 

 

1 履歴事項の事前登録 

公立学校共済組合は組合員の将来の年金受給等に備え、地方公務員等共済組合法施行規程第 90条の規

定に基づき、組合員ごとに履歴書及び履歴書に基づく組合員期間、給料並びに期末手当等の額に関する

事項を整備しています。 

履歴事項の事前登録とは、履歴書の提出を受け、これらの事項を整備し登録するものです。 

 

※ 履歴書について 

年金を算定するためには、正しい組合員期間と給与を登録する必要があります。正しい組合員期間

と給与とは、履歴書に基づいて整備された組合員期間と給与のことをいい、公立学校共済組合には、

組合員期間と給与の整備が義務付けられています。 

そのため、該当する組合員の事前登録等の手続時には、所属所長の奥書証明（但し、停職以上の懲戒

処分を受けたことがある組合員については任命権者の証明）を付した履歴書の提出をお願いしていま

す。 

履歴書を提出する際には、記載漏れ等の無いよう御確認の上、提出してください。 

 

2 年金受給者の転入・再就職時の手続 

年金受給権者が公立学校共済組合に一般組合員として転入又は再就職（短期組合員から一般組合員へ

の種別変更を含む）した場合は、転入届書又は組合員申告書（資格取得届）と併せて「年金受給権者再就

職届書」（様式 7-35 頁）及び共済組合の年金証書（原本）を公立学校共済組合福岡支部年金係に提出し

てください。 

なお、公立学校共済組合以外の共済組合の年金を受給している場合は、公立学校共済組合で再度年金

の決定請求を行っていただくことになります。 

 

3 請求時の手続 

組合員が生年月日に応じた支給開始年齢に到達したとき、支給開始年齢到達時までの組合員期間と平

均標準報酬額で年金を決定します。 

 

＜請求書等の送付時期及び送付先＞ 

支給開始年齢の１か月前までに、所属所を通じて公立学校共済組合福岡支部から関係書類をお送りし

ますので、必要書類を取り揃えの上、誕生日以降１か月以内に提出してください。 

 

●提出書類（全員） 

   書      類 備      考 

年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付） 
金融機関の窓口証明又は通帳、ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞのコピ

ーを添付 

履歴書（注１） Ａ４判 

マイナンバーカード両面のコピー（注２） 組合員ご本人分のみ 
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●該当者のみ提出するもの 

書      類 備      考 

雇用保険被保険者証のコピー 
繰上げ請求される方で雇用保険に加入したことがあ

る方 
※ 再任用ﾌﾙﾀｲﾑ職員は雇用保険に加入しています。 

年金受給選択申出書 障害又は遺族年金を受給しているとき 

 
●加給年金額対象者がいる方のみ提出するもの（配偶者や加給年金額対象となる子がいる場合） 

 書      類 備      考 

配偶者の基礎年金番号が確認できる書類のコピー（注４） 
年金手帳、ねんきん定期便、基礎年金番号通知

書等 

戸籍謄本（注３)（注４）  

住民票の写し（世帯全員分）（注３)（注４）  

① 配偶者又は子の所得額証明書又は課税（非課税）

証明書（注３)（注４） 
①から③の書類のうちいずれか１つを添付して

ください。 

※義務教育終了前の子の場合は添付不要 

② 配偶者又は子の被扶養者証のコピー 

③ 子の学生証のコピー又は在学証明書 

（注１）履歴書は所属所長の奥書証明を付したものを１部提出してください。 

ただし、昭和 61年 4月以降に停職以上の処分を受けた組合員については、任命権者の証明を付した履歴書 

を 2部提出してください。 

どちらの場合も期末手当等の額の記載されたものが必要です。 

（注２）マイナンバーカードがない場合は、下記①及び②の書類を提出してください。 

①住民票の写し（マイナンバーの記載があるもの）又は通知カード 

②身元確認のできる書類（運転免許証、旅券等）のコピー 

（注３）市区町村発行の書類は、受給権発生日以降に発行を受けたものが必要です。 

ただし、共済組合で受け付けたときに発行から 6か月を超えている場合は無効となります。 

（注４）マイナンバーによる情報連携により、住民票の写し及び所得額証明書等の添付は省略することができますが、 

情報紹介により確認できない場合は、別途追加の書類をお願いすることがあります。 

※ その他必要書類がある場合は公立学校共済組合福岡支部から別途連絡します。 
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4 障害厚生年金の請求手続 

（受給要件等については 7-15頁「第４節 障害厚生年金」参照） 

 

障害厚生年金請求手続の流れ 

 公立学校共済組合福岡支部年金係に電話してください。病気やけがの

状況等を聞き取りさせていただき、請求関係書類を送付します。 

※症状や初診日によって手続が異なりますので、初診日、傷病名をご確認

の上、お電話ください。 

電 話 相 談  

↓ 

請求書等提出 

医師に「診断書」を作成してもらい「障害厚生年金請求書」や必要

書類とともに、公立学校共済組合福岡支部年金係へ提出してくださ

い。 

↓ 

障害程度の審査 
公立学校共済組合本部において障害程度の審査を行い、等級を決定しま

す。（決定までに約２か月程かかります。） 

↓ 

障 害 厚 生 

年 金 請 求  

障害等級に応じて追加書類の連絡を行いますので、必要書類をそろ

えて公立学校共済組合福岡支部年金係に提出してください。 

↓ 

障 害 厚 生 

年金の決定 

年金が決定されると、公立学校共済組合本部から直接、請求者本人

に「年金証書」等が送付されます。 

 

●提出書類（全員） 

書      類 備      考 

年金請求書（国民年金・厚生年金保険障害給付）  

診 断 書  

病歴・就労状況等申立書  

障害給付請求事由確認書  

履歴書(注) Ａ4判 

（注）履歴書は所属所長の奥書証明を付したものを１部提出してください。 

ただし、昭和 61年 4月以降に停職以上の処分を受けた組合員については、任命権者の証明を付した履歴書 

を 2部提出してください。 

どちらの場合も期末手当等の額の記載されたものが必要です。 

 

●追加書類 

書     類   備  考 

受診状況等証明書 診断書で初診日が確定できないとき 

年金受給選択申出書 
併給調整の対象となる他の年金の受給権者（退職

共済年金を含む） 

加給年金額対象者に関する書類（7-27頁「加給年金額

対象者がいる方のみ提出するもの」参照） 

障害程度が 1 級又は 2 級に認定され、加給年金額

の対象者がいる者 
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5 遺族厚生年金の請求手続 

（受給要件等については 7-19頁「第６節 遺族厚生年金」参照） 

遺族厚生年金は、組合員又は組合員であった者が死亡したときに、その者の遺族に支給されます。 

なお、子のある配偶者又は子が請求する場合には、国民年金の遺族基礎年金も支給されます。 

 

●提出書類（全員） 

書     類 備 考 

年金請求書（国民年金・厚生年金保険遺族給付）  

遺族一時金決定請求書  

履歴書（注１)  

戸籍謄本（注２)  

住民票の写し（世帯全員分）（注２)（注３） 
元組合員が記載されていない場合、 

「除票」も必要です 

請求者の所得額証明書又は組合員被扶養者証のコピー  

請求者の基礎年金番号が確認できる書類の写し（注３) 
年金手帳、ねんきん定期便、基礎年

金番号通知書等 

死亡診断書又は死体検案書のコピー  

（注１）履歴書は所属所長の奥書証明を付したものを１部提出してください。 

ただし、昭和 61年 4月以降に停職以上の処分を受けた組合員については、任命権者の証明を付した履歴書 

を 2部提出してください。 

（注２）市区町村の発行書類は、受給権発生日以降に発行を受けたものが必要です。 

ただし、共済組合で受け付けたときに発行から 6か月を超えている場合は無効となります。 

（注３）マイナンバーによる情報連携により、住民票の写し及び所得額証明書等の添付は省略することができますが、 

情報紹介により確認できない場合は、別途追加の書類をお願いすることがあります。 

※ その他必要書類がある場合は公立学校共済組合福岡支部から別途連絡します。 

 

●場合に応じて添付するもの 

書     類 備 考 

年金受給選択申出書 
遺族が併給調整の対象となる他の年金の受給

権者である場合 

年金請求書（国民年金・厚生年金保険遺族給付）（別紙） 他の同順位の遺族がいる場合 

 

6 年金請求書等の提出先 

在職中の老齢厚生年金の請求書及び障害厚生年金及び遺族厚生年金の請求書については、公立学校共

済組合福岡支部年金係に提出してください。 

 

7 年金が決定するまでの手順 

請求書等は、公立学校共済組合福岡支部において受付順に内容を確認し、公立学校共済組合本部あて

進達します。 

その後、本部で受付順に審査、決定（改定）をして、年金「決定」請求者には年金証書、決定通知書、

年金決定計算書及び「年金のあんない」が、「改定」請求者には改定通知書がそれぞれ本人あて直接送付

されます。 

年金が決定（改定）されるまでには、書類が整備されている場合で受付から約 4～5 か月かかります。 
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8 年金受給者の今後の手続 

年金受給開始後の諸手続は、全て本人が直接公立学校共済組合本部（連絡先 7-31頁）に行わなければ

なりません。 

年金決定通知書と一緒に送付される「年金のあんない」及び毎年 6月と12月に本部から送付される「年

金フォーラム」には、年金を受給していく上で必要な事項等が記載されていますので、必ずお読みくだ

さい。 

 

9 退職届書の提出（一般組合員の資格を喪失する場合） 

（１）年金待機者の手続き（年金受給権が発生していない方） 

退職時に「退職届書」を提出した方は、将来の年金決定に必要な年金記録（公務員期間、報酬額等）

について、「年金待機者」として登録します。 

年金待機者が年金受給要件を満たした場合の年金の請求手続は、本人が直接本部に行うことになっ

ています。 

この場合、支給開始年齢に到達する月の１か月前までに、本部又は日本年金機構から請求書等の諸

用紙が送られてきますので、速やかに年金請求を行ってください。 

なお、退職後に住所・氏名等を変更された場合は「年金待機者異動報告書」により本部あて報告し

てください。 

（２）年金受給者の手続き 

老齢厚生年金（退職共済年金）の受給権者が共済組合の組合員の資格を喪失する時（退職時）には

退職届書を提出していただくことになります。この手続きにより、年金の在職支給停止が解除される

とともに、年金決定請求後から退職までの組合員期間及び標準報酬額が年金に反映されます。 

年金受給権のある組合員に、毎年 2月頃、退職届書と次年度の任用についての「再就職に関する調

査票」を所属所を通じて送付します。年度末で一般組合員資格を喪失する場合には退職届書等を提出

してください。次年度も引き続き一般組合員資格が継続する場合は「再就職に関する調査票」のみ提

出してください。 

 

●提出書類 

書      類 備      考 

退職届書（様式 7-32頁）  

履歴書（注１）  

履歴証明願（様式 7-33頁）  

再就職に関する調査票（注２） 年金受給権のある組合員に、毎年 2月頃送付 

（注１）履歴書は所属所長の奥書証明を付したものを１部提出してください。 

ただし、昭和 61年 4月以降に停職以上の処分を受けた組合員については、任命権者の証明を付した履歴書 

を 2部提出してください。 

どちらの場合も期末手当等の額の記載されたものが必要です。 

（注２）年金受給者のみ 

 

●場合に応じて添付するもの 

書      類 備      考 

戸籍抄本 退職届書と履歴書の氏名が異なっているとき 
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10 退職届書の提出先 

退職届書は、退職日の翌日から受付を行います。記入事項及び添付書類等をよく確認の上、下記の区

分により提出してください。 

なお、書類等を提出されるときは、書類を折らないように送付してください。 

 

提出先 

組 合 員 の 区 分 提 出 先 

福岡市立の学校 福岡市教育委員会 教職員第１課 

北九州市立の学校 北九州市教育委員会 教職員課 

福岡市・北九州市立以外の市町村（組合）立小・中・義務教育・特別支

援学校 

各教育事務所 総務課総務係 

県立学校 

公立学校共済組合福岡支部 年金係 その他 

（大学・町村関係職員等） 

 

 

11 退職後（一般組合員資格喪失後）の問い合わせ先 

 

※ 公立学校共済組合本部の連絡先 
 

   〒101－0062 東京都千代田区神田駿河台２－９－５ 

   公立学校共済組合本部年金相談センター 

      ℡  03－5259－1122 （年金相談専用電話） 

   受付時間  午前 9時～午後 5時 30分  月曜日から金曜日 

                      （祝日・年末年始を除く） 

     証明書等再交付自動受付専用電話 

      ℡  03－5259－8852 （24時間受付） 

                源泉徴収票 

再交付する帳票名   扶養親族等申告書 

                年金加入期間確認通知書 

 

※ 公立学校共済組合本部における事務 

年金の審査・決定 

年金の支払い・所得税の徴収 

扶養親族等申告書の受理 

標準報酬月額等の受理 

年金加入期間確認通知書の発行（年金受給者及び待機者） 

年金額等の証明 

住所・金融機関等の異動届書の受理 

基礎年金裁定請求書の受理（公務員の期間のみの方） 

 

※ 国民年金の基礎年金番号通知書の再交付依頼先 

日本年金機構 記録管理部記録業務グループ共済組合係 

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀５－７－１ 

℡ ０４２２－４３－８２１１ 



様式8

有 ・ 無普通 ・ 定年 ・ 勧奨 ・ 失職 義 ・ 非

職　　名所　属　機　関　名

普通 ・ 定年 ・ 勧奨 ・ 失職

審　　　　査 作成者

昭 平
令

昭 平
令

所属
区分

職 名

退職②

年

昭 平
令

退職③

元号

昭 平
令

退職④

退職⑤

みなし25年
の退共権

有　・　無

月 日

普通 ・ 定年 ・ 勧奨 ・ 失職

普通 ・ 定年 ・ 勧奨 ・ 失職

義 ・ 非

義 ・ 非

義 ・ 非

有 ・ 無

退  職  事  由

職 名 一　時　金　支　給　額

種
普通 ・ 定年 ・ 勧奨 ・ 失職

重複期間
退年・減退
の受給権

退  職  事  由
所属
区分

有・無

退職年月日

有　・　無

昭和

昭和

※　記入要領に従い、楷書ではっきりと記入してください。

退   職
年 月 日

元号

(名)

昭 平
令

年 　月 　日

・

氏　名

公立学校共済組合理事長 殿

性　別

男　・　女

月 日

〔共済組合提出用〕

生 年
月 日

・

届出日　令和　　　年　　　月　　　日

0

元号 年

 氏　名

退職届書の記載事項は、事実と相違ないものと認めます。

令和　　 年　　 月　 　日

所属機関名
及び職名

所属機関の長

支部 組　合　員　番　号

退　職　届　書4 0 0 0

有 ・ 無

退 職 者 (氏)

フリガナ

有 ・ 無

共済組合記入欄（任意）

義　務
非義務

義 ・ 非

義　務
非義務

給  付
制  限

有 ・ 無

給  付
制  限

受　給　日

元号 年 月 日
銭

一　時　金　額

円

別

昭和

昭和

年 月 日

証書番号種別

―

所　属
機関名
職　名

待機者番号（前歴あり）

退職者

の

住所等

フリガナ

退職者
の

配偶者

フリガナ

郵　便　番　号
住所

都・道
府・県

上欄住所
のつづき

市・郡
区(東京都)

町　名
番地等

電　話　番　号 市外局番から記入してください。

配偶者の有無
配偶者の
生年月日

元号 年

している・していない
昭 平

令
無 ・ 有

日 配偶者を扶養していますか

町・村
区(指定都市)

7-32

昭 平
令

昭 平
令

障害状態の有無

有　・　無

月

旧　　姓 改 姓 年 月 日 基　　礎　　年　　金　　番　　号

支部受付印 本部受付印

｢有｣の場合は
記入して下さい。
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履   歴   証   明   願  

 
 
 

組合員番号 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリガナ 

氏   名 

 

 

 フリガナ 

 改姓前氏名  

生年月日    昭和・平成    年    月   日 

所属所名  
 

 
退       職 

年   月   日 
令和   年  月  日  

組合員住所  
 
 

用   途   長期給付請求のため 

必要な書類  

  ア  任命権者の証明のある履歴書      ２部 

      （期末手当等の記載のある履歴書 ２部を含む）  
 

  イ  期末手当等のみの記載のある履歴書     １部 

                       ※ ア､イいずれか必要な方を○で囲む  

   上記のとおり証明くださるようお願いします。  

       令  和    年    月    日  

         任  命  権  者   殿  

氏  名                            

    

注 意 事 項  

 １  アの履歴書が必要な方は、履歴事項の事前登録が完了していない者で、昭和６１

年３月以前の組合員期間を有する者及び昭和６１年４月以降停職以上の懲戒処分が

ある者。その場合、この依頼文書に履歴書を３部添付するものとし、そのうちの１

部は所属所長の奥書証明を受けてください。その１部は任命権者が保管し、残り２

部に履歴証明を受けることになります。  

  

２  アの履歴書が必要な方で、県立の中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学

校の教職員については、人事給与システムにより「期末手当等のみの記載のある履

歴書」３部を出力の上、上記履歴書それぞれに必ず添付してください。  

  

３  イの履歴書が必要な方は、履歴事項の事前登録が完了している方（提出年度中に

５０歳以上の方）又は組合員期間が昭和６１年４月１日以降のみの方で、停職以上

の懲戒処分がない方のみです。  

 

 （提出先）  

   福岡市立の学校   …………………………  福岡市教育委員会（教職員第１課）  

   北九州市立の学校   ………………………  北九州市教育委員会（教職員課）  

   福岡市・北九州市立以外の市町村立学校…  所管の福岡県教育庁教育事務所  

   県立学校（教育職）  ………………………  福岡県教育委員会（教職員課）  

   県立学校（行政・労務職）教育委員会事務局…   福岡県教育委員会（総務課）  

   町村関係・その他   ………………………  関係市町村等  



　公立学校共済組合福岡支部長　　殿

　老齢厚生年金等の試算を依頼します。

〒

電話番号　　　　　　　（　　　　）　

※ 110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

年　　　　月　　　　日

有　　  　・　 　 　無

年　　　　月

退 職 年 月 日 又 は
仮 定 退 職 年 月 日

繰 上 げ 希 望 の 有 無
※ 〇 で 囲 ん で く だ さ い

繰 上 げ 請 求 の 時 期
※希望有の場合に記入してください

そ の 他 連 絡 事 項

老齢厚生年金等試算依頼書

令 和 年 月 日

住　所

氏　名

組 合 員 番 号
又 は 待 機 者 番 号

氏 名

年　　　　月　　　　日生 年 月 日

所 属 所
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0条

年
金

証
書

記
号

番
号

年
金

の
種

類

 所
属

機
関

又
は

 勤
務

先
の

名
称

 及
び

所
在

地

所
属

共
済

組
合

再
就

職
年

月
日

組
合

員
種

別

 　
　

上
記

の
と

お
り

再
就

職
し

た
の

で
届

け
出

ま
す

。

　
公

立
学

校
共

済
組

合
理

事
長

　
殿

〒

  
令

和
　

  
  
 　

年
　

  
  
  
　

月
　

  
  
 　

日
届

出
者

住
所

氏
名

　
　

 上
記

の
記

載
事

項
は

、
事

実
と

相
違

い
な

い
も

の
と

認
め

ま
す

。

  
令

和
　

  
  
 　

年
　

  
  
  
　

月
　

  
  
 　

日
　

所
属

機
関

名

所
属

機
関

の
長

　
及

び
職

名

　
氏

名

 こ
の

届
書

は
、
再
就
職
先
の
共
済
組
合

を
経

由
し

て
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

こ
の

場
合

、
年
金
証
書
（原

本
）
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。

※
基

礎
年

金
番

号
（1

0桁
）の

場
合

は
左

詰
め

で
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

　
大

正
　

昭
和

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

　
平

成

再 就 職 後
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

共
済

組
合

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

支
部

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
所

属
所

　
　

令
和

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

　
月

　
　

　
　

　
日

フ
リ
ガ

ナ

受
給

権
者

氏
名

生
年

月
日

年
金
受
給
者
再
就
職
届
書

個
人

番
号

（又
は

基
礎

年
金

番
号

※
）

―
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金

証
書

記
号

番
号

年
金

の
種

類
　
　
老
齢
厚
生
年
金

 所
属

機
関

又
は

 勤
務

先
の

名
称

 及
び

所
在

地

所
属

共
済

組
合

再
就

職
年

月
日

組
合

員
種

別
一
般
組
合
員

 　
　

上
記

の
と

お
り

再
就

職
し

た
の

で
届

け
出

ま
す

。

　
公

立
学

校
共

済
組

合
理

事
長

　
殿

〒
〇
〇
〇
－
〇
〇
〇
〇

  
令

和
　

  
  
 　

年
　

  
  
  
　

月
　

  
  
 　

日
届

出
者

住
所
　
〇
〇
市
〇
〇
１
丁
目
１
番
１
号

氏
名
　
共
済
　
太
郎

　
　

 上
記

の
記

載
事

項
は

、
事

実
と

相
違

い
な

い
も

の
と

認
め

ま
す

。

  
令

和
　

  
  
 　

年
　

  
  
  
　

月
　

  
  
 　

日
　

所
属

機
関

名
〇
〇
市
立
〇
〇
小
学
校

所
属

機
関

の
長

　
及

び
職

名
校
長

　
氏

名
福
岡
　
花
子

 こ
の

届
書

は
、
再
就
職
先
の
共
済
組
合

を
経

由
し

て
提

出
し

て
く

だ
さ

い
。

こ
の

場
合

、
年
金
証
書
（原

本
）を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。

※
基

礎
年

金
番

号
（1

0桁
）の

場
合

は
左

詰
め

で
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

再 就 職 後

〇
〇
市
立
〇
〇
小
学
校
　
　
　
　
　
〇
〇
市
〇
〇
１
丁
目
１
番
１
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
共

済
組

合
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
支

部
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